
職種
番号

01

　〒８８５－８５５５

若干名

採用予定数

令和７年度

都城市会計年度任用職員採用試験案内

 　　Ｅ-mail  shokuin@city.miyakonojo.miyazaki.jp

受 付 期 間

職 種 区 分 ＜障がい者対象＞

 令和７年１２月１５日（月）　から
 令和７年１２月２６日（金）　まで

　　　　都城市姫城町６街区２１号（本館３階）
　　　　電  話　０９８６－２３－２１１９（直通）

〈採用試験に関する問合せ先〉

都城市総務部職員課

【注意事項】

　●　受験申込書を直接持参する場合は、月曜日から金曜日の午前８時４５分から
　　　午後４時３０分まで総務部職員課で受付けます。

　●　郵送の場合は、受付期間内必着のものに限り受付けます。

【職種等】

職種

事務補助



１　受験資格

２　試験の日時・合格発表

３　試験の方法

４　試験会場

試験会場への自家用車等の乗り入れは、必ず南別館外来駐車場をご利用ください。

なお、試験会場付近に無断駐車した場合には、試験中であっても移動していただくことになります。

年齢等

　平成２０年４月１日までに生まれた人で、次のいずれかに該当する人
  ①身体障がいの場合
　　 身体障害者手帳の交付を受けている人
　②知的障がいの場合
　　 療育手帳の交付を受けている人
　③精神障がいの場合
　　 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

その他
　受験に際して要望のある方は、受験申込書の「受験の際の要望等」欄にその内容を必ず
記入してください。

欠格条項

面接試験

試験科目 出題内容

主として人物・見識等についての口述試験

　次のいずれかに該当する人は受験できません。
　①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく
　　なるまでの人
　②都城市職員としての懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
　③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
　　破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

内容・日時

　●面接試験

　令和８年１月１８日（日）
　
　時間等の詳細は、後日郵送する
　受験票でご確認ください。

会場

都城市役所　南別館４階
第１会議室

合格発表（予定）

　　　令和８年２月１３日（金）

市役所掲示場に合格者の受験番号を掲
示するほか、市のホームページにも掲
載します。また、合格者には文書で通
知します。



５　受験申込手続

６　受験申込から採用まで

〔１〕合格者は令和９年３月３１日までを登録期間とする採用候補者名簿（以下「名簿」）に、成績が

上位の人から順に登載されます。

〔２〕名簿からの採用は、原則として令和８年４月１日以降です。業務の必要に応じて採用を行うため、

　 採用が年度の途中になることがあります。

〔３〕合格者は採用予定数よりも多く決定されますので、名簿に登載されても採用されない場合があり

ます。

〔４〕試験の結果によっては、合格者なしとする場合があります。

〔５〕受験申込書に虚偽の記載がなされていることや受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り

消し、採用しません。

受付時間 　午前８時４５分から午後４時３０分まで。

申込方法

　以下の提出書類①～④を都城市総務部職員課へ直接持参するか、特定記録で郵送して
ください。提出された申込書により受験資格等を審査した後、受験票を郵送します。

◆　提出書類
　①受験申込書（直近３か月以内に撮影した写真（脱帽・正面向き・縦4cm×横3cm）
　　 を所定の箇所に貼付）
　②身体障害者手帳等の写し （障がいの内容と本人確認できる部分のコピー）
　③自己紹介書
　④110円切手を貼った宛先明記の受験票送付用封筒（長形封筒３号）
　
　※直接持参する場合でも、④110円切手を貼った宛先明記の受験票送付用封筒（長
　　 形封筒３号）が必要です。
　※郵送する場合は「（会計年度任用職員）受験申込書在中」と朱書きし、特定記録
　　 にて申し込んでください。
　※１月１５日（木）を過ぎても受験票が届かない場合は、都城市総務部職員課
　　（23－2119）へ連絡してください。

申込書提出先
（受付場所）

　〒８８５－８５５５　都城市姫城町６街区２１号
   　都城市総務部職員課（市役所本館３階）

受付期間
　令和７年１２月１５日（月）～令和７年１２月２６日（金）まで
　※持参する場合、土、日の受付けはできません。
　※郵送の場合は受付期間必着に限り有効です。
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７　勤務条件

　※令和７年１２月時点の内容であり、改定される場合があります。（給料や期末手当等は、人事院勧告に従

い変動する可能性があります。）

　地方公務員法第２２条の２第１項の規定による会計年度任用職員

　原則、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの期間の範囲内（１年以内）

　※業務の必要に応じて採用を行うため、採用が年度の途中になることがあります。

　勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により判断し、２回まで再

　度任用する場合があります。（最長３年間）

　採用後、１か月間は条件付採用期間となります。（再度任用した場合も同様）

　●事務補助

　市役所本館、市役所南別館、各総合支所、各地区市民センター、消防局、

　上下水道局、各施設、各小中学校、各地区公民館　等

　業務内容により異なります。

　休憩時間を除き、原則として１週間当たり３０時間の勤務となります。

　●事務補助

　午前９時～午後４時（休憩６０分）　１週間当たり５日

　又は　午前８時３０分～午後５時（休憩６０分）　１週間当たり４日

　業務内容により異なる場合があります。

　原則、土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(１２／２９～１／３)

　ただし、業務内容により異なります。

　業務により緊急の必要性がある場合は、時間外勤務が発生する場合があります。

　時給１，１９４円～１，２７６円　　　　　　　（令和７年１２月現在）

　※職務経験等に応じて決定します。

　条例、規則等の定めるところにより、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当・勤勉手当

　等を支給します。

　任用期間等に応じて年次有給休暇等を付与します。

　地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、雇用保険法の定めるところにより

　それぞれ加入します。（勤務時間や勤務日数によっては加入しない場合があります）

　業務内容・勤務場所により、都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

　に関する条例又は労働災害補償保険のいずれかが適用されます。

勤務時間

給料

勤務場所

任用根拠

任用期間

再度の任用

条件付採用

休暇

社会保険

雇用保険

労災保険

休日

各種手当等

時間外労働



８　その他

〔１〕災害等により、試験の実施が困難な場合の対応については、市のホームページに掲載します。

〔２〕試験当日は、受験票をお持ちください。

〔３〕試験会場への自家用車等の乗り入れは、必ず所定の駐車場又は駐輪場をご利用ください。試験

会場付近に無断駐車した場合は、試験中であっても移動していただきます。

〔４〕原則として遅刻は認めませんので、定刻までにお越しください。

〔５〕携帯電話やスマートフォンは、試験時間中電源を切り、バッグ等にしまっていただきます。時計とし

て使用することもできません。

〔６〕合否について、電話、はがき等による問い合わせにはお答えできません。




